
発注案件名

契約金額

見積書徴取状況 １社（業者指定）

その他
特記事項

随意契約
の理由

　東京労働局雇用環境・均等部が入居する九段第3合同庁舎における改修工事について
は、管理会社である九段PFIサービス株式会社より、当該業者が指定されているため。

根拠法令 　会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に該当するため

予定価格及び
積算内訳

予定価格 ¥4,680,836

契約業者名
及び住所

　株式会社 シミズ・ビルライフケア（ 東京都中央区京橋2-10-2 ）

随意契約理由書

東 京 労 働 局 雇 用 環 境 ・ 均 等 部
レイアウト変更に伴う内装工事

要求部署名
東 京 労 働 局
総 務 部 会 計 課

発注（契約）
内　　容

　事務室レイアウト変更に伴う内装工事

発注（契約）
案　件　の
要 求 理 由

　都道府県労働局組織改編により、平成28年4月より雇用均等室を雇用環境・均等部と改
め業務を実施しているが、多くの壁に遮られた改編以前の事務室により業務を行っており、
部として一体的に業務を行う上で大きな支障となっている。
　そのため、部として一体的な業務運営を行うためのレイアウト変更に伴い、内装工事を行
う必要があるため。

¥4,546,800 契約年月日 平成29年5月16日


